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第１章 事業内容に関する事項 

１. 事業名称 

瑞穂市公共下水道（瑞穂処理区）汚水管路施設整備事業（第１期事業計画工区） 

   （以下「本事業」という。） 

 

２. 事業場所 

瑞穂市本田地内及び牛牧地内外 

（詳細は、別紙１「位置図」、別紙２「区画割施設平面図」参照） 

 

 

３. 管理者の名称 

瑞穂市長 森 和之 

 

 

４. 事業の背景・目的 

瑞穂市（以下「市」という。）は、岐阜市と大垣市の間に位置し、交通の利便性も良好なことから

都市化が進み、人口増加が続いている。これに伴い、各家庭からの生活雑排水による市内の河川・

水路の水質汚濁が進行しており、汚水処理施設の普及拡大が喫緊の課題となっている。 

市では、平成６年度に農業集落排水処理施設（呂久処理区）、平成９年度に特定環境保全公共下水

道（西処理区）、平成１０年度に合併処理浄化槽の設置補助、平成１３年度にコミュニティ・プラン

ト（別府処理区）の整備に着手し、汚水処理施設の普及拡大に取り組んできた。しかし、市街化区

域の大半の汚水処理を担う公共下水道（瑞穂処理区）の整備に着手できなかったことから、令和元

年度末時点の汚水処理人口普及率は５９．４％に留まるなど、依然として県内の他市町村と比べ汚

水処理施設の普及が遅れている状況にある。 

このような状況を改善するため、市では令和元年度に公共下水道（瑞穂処理区）の事業計画を定

め、汚水管路施設の整備を進めることとしている。汚水管路施設の整備にあたり、市は早期の普及

拡大、整備費用の削減だけでなく、様々な水洗化促進活動を展開し、短期での水洗化率向上を目指

している。そのため本事業は、瑞穂処理区（全体計画区域面積１，２８６．５ｈａ）の内、令和元

年に定めた下水道法に基づく事業計画の予定処理区域（９８ｈａ）の汚水管路施設について、設計・

施工一括発注方式（以下、「デザイン・ビルド方式」という。）を採用し、民間事業者（以下、「事業

者」という。）の創意工夫を積極的に取り入れ、効率的な整備を行うものである。加えて、汚水管路

施設の設計・施工と水洗化促進活動を一体的に実施することで、短期での水洗化率向上を目指すも

のである。 

 

 

５. 事業の基本方針 

市は、事業者の技術力、人材、アイデア等を最大限に活用し、以下の基本方針に基づき本事業を

実施する。 

 

１）汚水管路施設整備の「効率化」 

汚水管路施設整備を複数年契約で一体的に設計・施工することにより、従来ではなし得なかった

「効率的」な整備を実現する。 
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２）予定処理区域全域の「同時供用開始」 

別途整備するアクアパークみずほの供用開始に合わせて、遅くとも令和８年度末までに、本事業

で汚水管路施設を整備する予定処理区域９８ｈａ全域を「同時に供用開始」する。 

 

３）牛牧地内における「短期水洗化率向上」 

水洗化促進活動として、義務的に行う住民への戸別訪問や排水設備工事見積あっせん業務の他、

事業者の創意工夫による取り組みの提案を求める。提案された取り組みにより水洗化率が想定以上

に進んだ場合には、成果連動型報酬を支払うこととする。これにより、従来ではなし得なかった「短

期での水洗化率向上」を実現する。 

 

４）「地域社会への貢献」 

本事業の実施を通じて地域の企業・人材の活用・育成を進め、活力ある「地域社会の構築に貢献」

する。 

 

 

６. 事業期間 

令和４年８月（予定）～令和１０年６月とする。 

（事業期間の内、汚水管路施設の設計・施工の期間は令和年９年３月末までとする。） 

 

 

７. 対象施設 

本事業の対象施設の概要を表 １-１に示す。 

 

表 １-１ 対象施設の概要 

施設 区分 工種 数量※１ 備考 

土木 

構造物 
下水道 

管 

渠 

工 

開削工 23,247m φ150～200mm 

推進工 5,113m φ150～900mm 

合計 28,360m  

立坑工 28 基  

マンホール工 736 基  

取付管及び公共汚水ます工 1,769 箇所  

 水道 開削工※２ － 
φ75～150mm 

移仮設・復旧 

機械電気設備 マンホールポンプ工 1 基  

※１：本事業において対象施設の設計を実施した結果、合併処理浄化槽設置済の家屋のみを受け持ち、当面は家屋の

接続が見込まれないと判断される箇所は、本事業での施工対象から除外する予定としている。そのため施工対

象数量は、本事業での設計後に確定する。また、参考図に示すＪＲ東海道本線の横断箇所１スパン（推進工）

は、本事業から除外し別途発注する可能性がある。 

※２：設計は市で実施し、その設計成果に基づき本事業で施工する。 
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８. 業務範囲 

事業者が行う業務範囲は、対象施設の設計・工事監理、建設工事及び水洗化促進であり、その業

務概要は表 １-２のとおりである。 

 

表 １-２ 業務概要 

業務区分 内容 

設計 

・ 

工事監理 

試掘調査 ・地下埋設物の試掘調査（埋設物調査で不明の場合） 

土質調査 
・実施済であるが、必要に応じて耐震設計、推進工事の工法選定に

必要な土質調査を実施 

測量調査 ・設計・建設工事に必要な部分の測量調査 

埋設物調査 ・水道、ガス等の地下埋設物の調査、現地確認 

工損調査 

 

・掘削等による影響範囲を基準に市との協議の上、工事の実施前後

において、家屋及び工作物との工損調査を実施 

詳細設計※1 ・対象施設（下水道）の設計 

各種申請書類の作成 ・各種申請等の手続きに必要な書類の作成 

移設協議 ・地下埋設物等の移設協議の実施 

施工工区割 ・建設工事に必要な工区割及び年度別事業費の設定 

工事監理 ・対象施設の工事監理 

住民説明補助 ・公共汚水ます位置調査に際し住民への事業説明を実施 

建設工事 

土木工事（下水道）※１ ・対象施設（下水道）の土木工事 

土木工事（水道）※２ ・対象施設（水道）の土木工事 

機械設備工事 ・対象施設の機械設備工事 

電気設備工事 ・対象施設の電気設備工事 

断通水作業等※２ ・住民への断水通知、仕切弁操作、洗管作業等 

各種許認可の申請 ・各種申請等の手続きに必要な書類の作成 

住民説明補助 ・市が行う住民への事業説明の補助 

水洗化

促進※３ 

戸別訪問 ・公共汚水ますを設置する住民への戸別訪問 

排水設備工事見積 

あっせん 
・住民への排水設備工事見積をあっせん 

※１：本田地内には、公共下水道（瑞穂処理区）の供用開始に合わせて廃止予定の汚水管が埋設されており、 

新たな汚水管路施設の整備後は、当該汚水管の撤去を別途行うこととしている。 

※２：土木工事（水道）及び断通水作業等は本田地内で実施する。 

※３：水洗化促進業務の内、戸別訪問は牛牧地内、排水設備工事見積あっせんは本田地内、牛牧地内で実施する。 
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９. 遵守すべき法制度 

本事業の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。 

 

１）関係法令 

・ 下水道法 

・ 建設業法 

・ 環境基本法 

・ 大気汚染防止法 

・ 水質汚濁防止法 

・ 騒音規制法 

・ 振動規制法 

・ 悪臭防止法 

・ 土壌汚染対策法 

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・ 資源の有効な利用の促進に関する法律 

・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

・ 道路法 

・ 河川法 

・ 消防法 

・ 水道法 

・ 労働基準法 

・ 労働安全衛生法 

・ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

・ 電気事業法 

・ 電気用品安全法 

・ 電気関係報告規則 

・ 電力設備に関する技術基準を定める省令 

・ 電気工事士法 

・ 電気通信事業法 

・ 有線電気通信法 

・ 公衆電気通信法 

・ 高圧ガス保安法 

・ 危険物の規制に関する政令 

・ 計量法 

・ クレーン等安全規則及びクレーン構造規格 

・ ボイラー及び圧力容器安全規則 

・ ガス事業法 

・ 毒物及び劇物取締法 

・ ダイオキシン類対策特別措置法 

・ 製造物責任法 

・ 危険物の規制に関する政令 

・ 石綿障害予防規則 

・ 特定化学物質障害予防規則 

・ その他関係する法令、条例、規則等  
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２）基準、仕様等（全て最新版とする） 

・ 下水道標準構造図（平成９年４月岐阜県土木部下水道課） 

・ 下水道事業設計要領（平成９年４月岐阜県土木部下水道課） 

・ 下水道事業設計要領－推進工法編（平成１０年４月岐阜県土木部下水道課） 

・ 下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道協会） 

・ 下水道維持管理指針（日本下水道協会） 

・ 下水道施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協会） 

・ 下水道施設耐震計算例－管路施設編（日本下水道協会） 

・ 下水道推進工法の指針と解説（日本下水道協会） 

・ 管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（日本下水道協会） 

・ 下水道マンホール安全対策の手引き（案）（日本下水道協会） 

・ 下水道の地震対策マニュアル（日本下水道協会） 

・ 下水道管路施設ストックマネジメントの手引き（日本下水道協会） 

・ 水理公式集（土木学会） 

・ コンクリート標準示方書（土木学会） 

・ トンネル標準示方書（シールド工法編）・同解説（土木学会） 

・ トンネル標準示方書（山岳工法編）・同解説（土木学会） 

・ トンネル標準示方書（開削工法編）・同解説（土木学会） 

・ 道路構造令の解説と運用（日本道路協会） 

・ 道路土工－仮設構造物工指針（日本道路協会） 

・ 道路土工－擁壁工指針（日本道路協会） 

・ 道路土工－カルバート工指針（日本道路協会） 

・ 共同溝設計指針（日本道路協会） 

・ 道路橋示方書・同解説（日本道路協会） 

・ 改訂新版建設省河川砂防技術基準（案）同解説（日本河川協会） 

・ 道路技術基準通達集（国土交通省） 

・ 土木設計業務等の電子納品要領（国土交通省） 

・ ＣＡＤ製図基準（国土交通省） 

・ 測量成果電子納品要領（国土交通省） 

・ 水門鉄管技術基準（電力土木技術協会） 

・ 都市部鉄道構造物の近接施工対策マニュアル（（財）鉄道総合技術研究所） 

・ 水道施設設計指針（日本水道協会） 

・ 水道維持管理指針（日本水道協会） 

・ 水道施設耐震工法指針（日本水道協会） 

・ その他関係する規格、基準、要領、指針等 
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第２章 募集及び選定に関する事項 

１. 選定方式 

本事業の事業者選定は、競争性の担保及び透明性・公平性の確保に十分留意した上で公募型プロ

ポーザル方式により行う。 

 

 

２. 事業方式 

本事業は、事業者からの提案に基づいた設計・施工を一括して発注するデザイン・ビルド方式で

実施する。 

 

 

３. 募集及び選定のスケジュール（予定） 

募集及び選定のスケジュールは表 ２-１のとおり予定している。 

 

表 ２-１ 募集及び選定のスケジュール（予定） 

日程 実施事項 

令和３年７月 実施方針（案）の公表 

令和３年 7月 実施方針（案）に関する質問の受付 

令和３年 7月 資料の閲覧 

令和３年８月 実施方針（案）に関する質問に対する回答及び実施方針の公表 

令和４年１月 募集要項等（募集要項、要求水準書、様式集、事業者評価基準、基本協定書（案）、

業務委託契約書（案）、工事請負契約書（案）等）の公表 

令和４年１月 募集要項等に関する質問の受付 

令和４年２月 募集要項等に関する質問に対する回答の公表 

令和４年２月 参加表明書及び資格審査申請書の受付 

令和４年３月 資格審査結果の通知 

令和４年４月 競争的対話 

令和４年５月 事業提案書の受付 

令和４年６月 プレゼンテーションの実施 

令和４年７月 優先交渉権者の選定及び公表 

令和４年８月 基本協定締結 

設計業務委託契約締結 

～令和７年３月 

設計業務期間（提案により短縮は可能である。） 

工事請負契約締結 

～令和９年３月 

建設工事及び工事監理業務期間（提案内容による。） 

水洗化促進業務 

委託契約締結 

～令和１０年６月 

水洗化促進業務期間（提案内容による。） 
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４. スケジュールの留意点 

１） 募集要項等に関する質問の受付、回答 

募集要項等の公表後、事業提案書の受付までの期間に、募集要項等の記載内容を明確化するため、

応募者から文書による質問を受付、回答する機会を設ける予定である。 

 

２）競争的対話の実施 

資格審査結果の通知後、事業提案書の受付までの期間に、要求水準書等で示した市側のニーズと

応募者の提案内容の齟齬が生じることがないよう、競争的対話の機会を設ける予定である。 

 

３）プレゼンテーションの実施 

事業提案書の受付後、提案内容について応募者によるプレゼンテーションの機会を設ける予定で

ある。 

 

４）スケジュールの変更 

表 ２-１に示したスケジュールは、後日公表する募集要項により確定するため、今後変更になる

場合がある。 

 

 

５. 契約の留意点 

１）基本協定の締結 

市は、優先交渉権者と設計業務委託契約，工事請負契約及び水洗化促進業務委託契約の締結に向

けて基本的な事項を定めると共に、それらの契約の一体性を確保するため基本協定を締結するもの

とし、基本協定の締結により優先交渉権者を事業者として決定する。 

 

２）設計業務委託契約の締結 

事業者のうち、対象施設の設計・工事監理業務を行う企業(以下「設計企業」という。)は、本事

業を遂行するために、設計・工事監理に係る複数年業務を一括契約として市と締結する。 

 

３）工事請負契約の締結 

事業者のうち、対象施設の建設工事を行う企業(以下「建設企業」という。)は、本事業を遂行す

るために、建設工事に係る複数年業務を一括契約として市と締結する。 

 

４）水洗化促進業務委託契約の締結 

建設企業は、別途、水洗化促進業務に係る複数年業務を一括契約として市と締結する。 
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第３章 応募に関する条件 

１. 応募者の構成 

想定する実施体制を図 ３-１に示す。応募者のグループは、設計企業及び建設企業を含むものと

する。 

同一企業が設計企業と建設企業を兼ねることはできない。設計企業、建設企業のそれぞれは、一

企業とすることも、複数の企業で共同企業体を構成することも可能とする。応募者のグループの代

表企業は、建設企業が務めるものとし、建設企業が複数の企業から構成される場合には、その代表

を務める企業が共同企業体の代表企業を務めるものとする。また、一応募者を構成する企業（以下

「構成員」という。）は他の応募者の構成員となることはできない。 

なお、本事業において、共同企業体を設立して契約を締結する者については、本事業に特化した

共同企業体取扱要綱を定めるため、その要綱に基づき、契約手続きを実施すること。要綱の具体的

な内容については、募集要項で提示する。 

 

 

図 ３-１ 想定する実施体制 

 

 

２. 応募者に必要な資格 

１）応募者の構成員に共通して必要な資格 

応募者の構成員は、建設企業、設計企業共通して次の資格要件を全て満たす者でなければならな

い。 

 

 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第１項(同令第１６７条の１１第

１項において準用する場合も含む。)の規定に該当する者でないこと。 

 対象業務における市での入札参加資格者名簿（瑞穂市契約規則取扱要領（平成１５年瑞穂市告

示第１２号））に登載されていること。 

 資格審査申請書の提出期間の末日（以下「資格要件確認基準日」という。）から基本協定書締結

日までの間において瑞穂市競争入札参加資格停止措置に関する要綱（平成１５年瑞穂市訓令第

建設企業
代
表
企
業
A
社

瑞穂市

建
設
B
社

建
設
C
社

代
表
企
業
D
社

設
計
E
社

応
募
者
の
グ
ル
ー
プ

設計企業

基
本
協
定

工
事
請
負
契
約

委
託
契
約
①

委
託
契
約
②

委託契約①︓設計及び工事監理に係る業務
委託契約②︓⽔洗化促進に係る業務
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１９号）第２条の資格停止を受けていないこと。 

 資格要件確認基準日から基本協定書締結日までの間において瑞穂市が行う契約からの暴力団

排除に関する措置要綱（平成２２年瑞穂市告示第１５７号）第５条の入札参加資格停止措置を

受けていないこと。 

 資格要件確認基準日から起算して２年以内に会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づ

く更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始

の申立てがなされていないこと。 

 資格要件確認基準日から起算して６ヶ月以内に破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破

産手続開始の申立てがなされていないこと。 

 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しない者及び参加表明書提出の日か

ら前６月以内に手形若しくは小切手の不渡りがないこと。 

 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入している者であること。(健康保険法(大正１１年

法律第７０号)第４８条の規定による届出の義務、厚生年金保険法(昭和２９年法律第１１５

号)第２７条の規定による届出の義務及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の

規定による届出の義務のない者を除く。) 

 本事業に係るアドバイザリー業務の受託者及びその協力会社である（株）ＮＪＳ及び（株）日

本総合研究所並びにこれらの者と資本又は人事等において一定の関連のある者（会社法（平成

１７年法律第８６号）第２条第３号又は第４号に規定する親会社・子会社の関係がある場合を

いう。）でないこと。 

 「第４章２．審査委員会の設置」に示す「【仮称】瑞穂市公共下水道（瑞穂処理区）整備事業プ

ロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）の委員が属する企業若しくは人事などに

おいて一定の関係のある者ではないこと。 

 上記⑨及び⑩に定める者を本事業の応募に関するアドバイザーに起用していないこと。 

 

 

２）設計企業に必要な資格要件 

 全ての構成員は、市の競争入札参加資格（建設コンサルタント「下水道部門」）を有しているこ

と。 

 全ての構成員は、平成１８年度以降において地方公共団体が発注した汚水管路施設の設計業務

（開削工法及び推進工法の詳細設計）を元請として完了した実績を有すること。 

 代表企業は、技術士法(昭和５８年法律第２５号)に基づく技術士（上下水道部門（下水道）若

しくは総合技術監理部門（下水道））としての登録を受けている者であって、応募者と本業務に

係る資格審査申請書の受付を行う日の３ヶ月以上前から直接的な雇用関係にあるものを管理

技術者及び照査技術者として配置できること。なお、管理技術者と照査技術者の兼務は認めな

い。 

 構成員のいずれかは、工事監理業務における工事監理技術者として、技術士（上下水道部門（下

水道）若しくは総合技術監理部門（下水道））としての登録を受けている者、又はＲＣＣＭ資格

者（下水道部門）、あるいは下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第１５条に規定する

資格を有する者を配置できること。また、工事監理業務実施時に建設工事等において問題が発

生した場合、概ね２時間以内で現地に到着し対応が可能であること。なお、設計業務における

配置技術者を原則として兼ねることはできない。ただし、提案により業務期間が重複しない場

合には、兼ねることを認める。 
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３）建設企業に必要な資格要件 

 全ての構成員は、市の競争入札参加資格（建設工事）を有していること。 

 全ての構成員は、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２７条の２３第１項の規定に基づく

経営事項審査を受けて有効であること。 

 全ての構成員は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく土木一式工事

の特定建設業の許可を受けており、瑞穂市建設工事請負業者選定要綱（平成１５年５月１日告

示第１４号）において、土木一式工事の建設業者等級がＡ級に格付けされている者であること。 

 代表企業は、平成１８年度以降において地方公共団体が発注した汚水管路施設の建設工事（開

削工法及び推進工法）の実績を元請として有していること。 

 代表企業以外の構成員は、平成１８年度以降において地方公共団体が発注した汚水管路施設の

建設工事（開削工法または推進工法）の実績を元請として有していること。 

 建設業法第２６条に規定される土木工事における技術者は、適切な資格、技術力を有する者（工

事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係に

あるものに限る。）を専任で配置すること。なお、応募者と本工事に係る資格審査申請書の受付

を行う日の３ヶ月以上前から直接的な雇用関係にある者とする。 

 

 

３. 応募者が資格要件を喪失した場合の取扱い 

応募者の代表企業及び構成員が、資格要件確認基準日の翌日から基本協定締結日までの間、「２．

応募者に必須な資格」に記載されている資格要件を喪失した場合は、以下の取扱いとする。 

 

１）応募者の代表企業が資格要件を喪失した場合 

応募者の代表企業が資格要件を喪失した場合、当該応募者を失格とする。 

 

２）構成員が資格要件を喪失した場合 

応募者の代表企業以外の構成員が資格要件を喪失した場合、当該資格要件を喪失した構成員を除

外し、当該構成員が請負、又は受託する予定であった業務について、新たに市へ資格審査申請書を

提出し、参加資格の確認を受けた上で、構成員の追加を認める。 
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第４章 審査及び事業選定に関する事項 

１. 事業者選定方法 

本事業における事業者の選定は、技術提案に基づいた公募型プロポーザル方式により行うことと

し、その手続きは以下のとおり実施することを予定している。詳細は募集要項等で示す。 

 

１）参加資格の確認 

応募者は、「第３章２．応募者に必要な資格」に該当する者とし、参加資格の確認は、資格要件確

認基準日とする。 

 

２）提案内容の審査 

事業提案書に基づく提案内容の審査は、提案価格のほか、設計・建設工事・工事監理・水洗化促

進等の提案内容及び要求水準との適合性及び施工計画の妥当性、確実性等の各方面から以下につい

て総合的に審査する。 

 事業計画に関する審査 

設計業務、建設工事、工事監理業務、水洗化促進業務を遂行するための事業計画の現実性、安定

性に関し審査する。 

 設計業務に関する審査 

設計業務の遂行に関する提案、また要求水準書において示す設計業務の項目と達成水準、さらに

設計業務の実施体制等に関し審査する。 

 建設工事に関する審査 

建設工事の遂行に関する提案、また建設工事の実施手法、施工体制等に関し審査する。 

 工事監理業務に関する審査 

建設工事に係わる品質の確保を確実に実施するための工事監理業務遂行に関する手法、実施体制

等に関し審査する。 

 水洗化促進業務に関する審査 

水洗化促進業務の遂行に関する提案、実施手法、実施体制等に関し審査する。 

 応募者独自の提案に関する審査 

本事業の背景・目的及び基本方針との整合性に関する応募者の提案を審査する。 

 提案価格に関する審査 

上記において提案した事項と応募者の事業費を審査する。 

 

 

２. 審査委員会の設置 

本事業の優先交渉権者は、瑞穂市プロポーザル方式業者選定実施規則（平成２９年瑞穂市規則第

２２号）に基づいて設置した審査委員会における審査に基づき選定する。審査委員会は、応募者の

提案内容を審査し、審査結果を市へ報告する。市は、審査委員会からの報告に基づき優先交渉権者

を選定する。 

 

 

３. 審査結果の公表 

市は、審査委員会における審査結果をまとめ、速やかに公表する。 
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４. 著作権 

応募者の提出書類に含まれる著作物の著作権は、応募者に帰属する。ただし、市が本事業に必要

と認める時には、市は提案内容の全部又は一部を無償で使用できるものとする。また、事業者とし

て選定した者以外の提案内容については、本事業の公表以外には原則的に使用しない。 

 

 

５. 提出書類の取扱い 

応募者から提出を受けた書類は返却しない。 

 

 

６. 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護され

る第三者の権利となっている材料、工法、維持管理方法等を使用したことに起因する責任は、提案

を行った事業者が負う。 
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第５章 本事業で予想されるリスクとリスク分担の基本的な考え方 

１. リスク分担の考え方 

本事業におけるリスク分担の考え方は、そのリスクを最も良く管理できる者が当該リスクを適正に

分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供ができるというものである。本事業におい

て事業者が実施する業務に伴い発生するリスクは、原則として事業者が負担すること。 

ただし、事業者が負うことが適当でない部分については、市がリスクを負う。 

 

２. リスク分担（案） 

本事業で予想されるリスクについて、市と事業者の分担（案）を表 ５-１に示す。 

 

表 ５-１ リスク分担（案） 

段
階 

リスクの種類 No. 主なリスクの内容 

負担者 

市 

事 

業 

者 

共

通 

構想・計画リスク 1 市の政策変更による事業の変更・中断・中止など 〇  

募集要項リスク 
2 募集要項等の誤り ○  

3 一切の応募費用の負担  ○ 

契約締結リスク 
4 市の帰責事由による契約締結の遅延・中止 〇  

5 事業者の帰責事由による契約締結の遅延・中止  ○ 

法制度・法令変更 

リスク 

6 本事業に係る関係法令・許認可の変更等 ○  

7 
本事業のみならず広く一般に適用される関係法令・許認可の変

更等 
 ○ 

許認可取得リスク 
8 市が取得すべき許認可の不取得・取得遅延等 ○  

9 事業者が取得すべき許認可の不取得・取得遅延等  ○ 

税制変更リスク 

10 民間の利益に課せられる税制度の変更  ○ 

11 
消費税の税率変更等、上記以外の税制度の変更及び新税の設立

等 
○  

住民問題リスク 

12 
本事業を実施することに対する住民反対運動・訴訟・要望等に

関するもの 
○  

13 
住民反対運動・訴訟・要望等のうち事業者の帰責事由によるも

の 
 ○ 

14 水洗化促進業務の実施に付随して生じる住民トラブル 〇  

15 
上記の内、事業者の帰責事由によるもの 

（事業者の提案による取り組みを含む） 
 〇 

環境問題リスク 

16 市が実施する業務に起因する環境の悪化 ○  

17 
事業者が行う業務に起因する環境の悪化 

（騒音、振動、臭気、地盤沈下、有害物質の排出等） 
 ○ 

第三者賠償リスク 

18 
市の帰責事由により発生する事業期間中の事故等に関するも

の 
○  

19 
事業者の帰責事由により発生する事業期間中の事故等に関す

るもの 
 ○ 

安全確保リスク 20 調査、建設工事等における安全性の確保  ○ 
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段
階 

リスクの種類 No. 主なリスクの内容 

負担者 

市 

事 

業 

者 

共
通 

保険リスク 21 設計、建設工事等のリスクをカバーする保険  〇 

物価変動リスク 
22 インフレ/デフレに伴う費用増減（一定範囲以内）  〇 

23 インフレ/デフレに伴う費用増減（一定範囲を超える部分） 〇  

国庫補助金未確定 

リスク 
24 国庫補助金の交付に関するもの ○  

債務不履行リスク 
25 市の帰責事由による事業の中止・延期 ○  

26 事業者の帰責事由による事業の中止・延期  ○ 

不可抗力リスク 27 
暴風、豪雨、地震等の自然災害、疫病の蔓延及び騒乱その他の

人為的事象による施設損害、事業の変更・中止 
〇 △ 

設
計 

測量・調査リスク 
28 市が実施した測量・調査に関するもの ○  

29 事業者が実施した測量・調査に関するもの  ○ 

設計リスク 

30 市が実施した基本設計等に不備があった場合 ○  

31 市の帰責事由による設計の完了遅延・設計費の増大 ○  

32 事業者の帰責事由による設計の完了遅延・設計費の増大  ○ 

建
設
工
事 

用地リスク 
33 用地取得に関するもの ○  

34 建設に要する資器材置場の確保に関するもの  ○ 

土壌汚染リスク 35 土壌汚染に関するもの ○  

地下埋設物リスク 
36 

上下水道管路、水路、電気ケーブル、ガス管、電話線等の予測

可能な地下埋設物に関するもの 
 〇 

37 上記以外に関するもの 〇  

工事遅延・未完成 

リスク 

38 
市の帰責事由による工事の遅延・未完・工事費の増大 

（市による計画・設計・仕様変更、土地の瑕疵等を含む。） 
○  

39 
事業者の帰責事由による工事の遅延・未完・工事費の増大 

（設計内容の不備、施工不良を含む。） 
 ○ 

40 想定していなかった遺跡等文化財の発見による遅延 〇  

工事監理リスク 41 工事監理の不備による不具合等に関するもの  ○ 

施設性能リスク 42 要求性能不適合（設計内容の不備、施工不良を含む。）  ○ 

引渡前損害リスク 43 

工事目的物の引き渡し前に工事目的物、工事材料又は建設機械

器具について生じた損害、その他工事の施工に関して生じた損

害 

 〇 

○＝リスクが顕在化した場合に原則として負担を負う者 

△＝リスクが顕在化した場合の負担が主負担者に比べて少ない又は限定的に負担を負う者 
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３. 事業者の責任の履行に関する事項 

事業者は、契約に従い、誠意を持って責任を履行する。 

 

 

４. 市による事業実施状況のモニタリング 

１）モニタリングの目的 

市は、事業者の事業実施状況が要求水準書等に定める要件及び事業提案書に示された内容を満た

していることを確認するために、本事業のモニタリングを行う。 

 

２）モニタリングの時期 

本事業のモニタリングは、設計、建設工事及び施設完成の各段階において実施する。また、事業

者は、設計及び建設工事等の進捗状況について、市に定期的に報告し、確認を受けなければならな

い。 

なお、市は必要に応じて、事業者に対して進捗状況についての報告を求めることができる。 

 

３）モニタリングの方法 

市は、事業者が提出する資料に基づき評価を行う。 

 

４）モニタリングの結果 

モニタリングにより、本事業の実施状況が要求水準書等で定める要件及び事業提案書に示された

内容を満たしていないと判断される場合には、市は事業者に修復を命令し、事業者は自らの負担に

より必要な措置を講じなければならない。 
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第６章 契約等の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

市と事業者との間で締結する契約等の解釈について疑義が生じた場合、市と事業者は、誠意をもっ

て協議するものとする。 

また、契約等に関する紛争については、岐阜地方裁判所を合意による第一審の専属管轄裁判所とす

る。 
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第７章 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

本事業においては、予定された期日までに施設の供用開始が必要であることから、事業の継続が困

難となった場合、以下の措置を講じるものとする。 

 

１. 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合の措置 

１） 事業者が実施した業務内容が要求水準書等で定める要件及び事業提案書に示された内容を満た

していない場合で、事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行となる場合又はその懸念が生

じた場合には、市は事業者に修復勧告を行い、一定期間内に修復策を提出させ、修復策の実施を

求めることができる。事業者が当該期間内に修復ができなかったときは、市は契約等を解除する

ことができる。 

 

２） 事業者が倒産又は財務状況が著しく悪化するなどし、契約に基づく事業の継続履行が困難と考

えられる場合、市は契約等を解除することができる。 

 

３） 前２項の規定により、市が契約等を解除した場合、事業者は市に生じた損害を賠償しなければ

ならない。 

 

 

２. 市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合の措置 

１） 市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により、事業の継続が困難となった場合、事業者

は契約等を解除することができる。 

 

２） 前項の規定により、事業者が契約等を解除した場合、市は事業者に生じた損害を賠償する。 

 

 

３. 不可抗力等の事由により事業の継続が困難となった場合の措置 

不可抗力等、市・事業者いずれの責めにも帰すことのできない事由により事業の継続が困難となっ

た場合、市及び事業者は、事業継続の可否について協議する。一定期間内に協議が終わらないとき

は、それぞれの相手方にその旨、書面により通知することにより、市及び事業者は、契約等を解除す

ることができる。 

 

 

４. その他 

上記により本事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、後日公表する契約書(案)に定める。 
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第８章 その他事業の実施に関し必要な事項 

１. 応募に関する費用負担 

応募に係る費用は、全て応募者の負担とする。 

 

 

 













実施方針２頁※１に記載した本事業から
除外する可能性のある箇所
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